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保
健
師
等
を
め
ざ
す 

奨
学
生
を 

募
集
し
ま
す 

町
で
は
、
次
の
職
種
を
め
ざ
す
方

で
、
将
来
、
町
の
施
設
で
業
務
に
従
事

し
よ
う
と
す
る
方
に
対
し
奨
学
資
金

を
貸
与
し
ま
す
。 

○
対
象
と
な
る
職
種 

 

保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
放
射

線
技
師
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法

士 

○
対
象
と
な
る
条
件 

法
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
対
象

と
な
る
職
種
の
養
成
施
設
に
在
学

ま
た
は
在
所
し
、
国
ま
た
は
他
の
団

体
か
ら
同
種
類
の
奨
学
金
の
貸
与

を
受
け
て
い
な
い
方 

○
貸
与
額 

月
額
１０
万
円
以
内 

○
奨
学
金
の
返
還
及
び
免
除 

奨
学
資
金
貸
与
条
例
に
よ
り 

原
則
と
し
て
１０
年
以
内
に
返
還

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

一
定
の
期
間
内
に
資
格
を
取
得
し
、

資
格
取
得
後
直
ち
に
（
保
健
師
、
助

産
師
、
看
護
師
に
つ
い
て
は
５
年
以

内
に
）
町
の
機
関
に
就
職
し
、
そ
の

後
引
き
続
き
１０
年
以
上
当
該
業
務

冬
休
み
体
験
教
室 

 

書
き
初
め
を
書
こ
う 

朝
日
振
興
セ
ン
タ
ー
で
は
、
次
の
日

程
で
小
学
生
対
象
の
書
道
教
室
を
開
催

い
た
し
ま
す
。
冬
休
み
に
、
書
初
め
の

練
習
を
し
ま
せ
ん
か
。
硬
筆
（
フ
ェ
ル

ト
ペ
ン
）
も
指
導
い
た
し
ま
す
。 

○
と 

き 

１２
月
２６
日
（
火
） 

午
後
１
時
３０
分
～ 

午
後
３
時
３０
分 

○
と
こ
ろ 

朝
日
振
興
セ
ン
タ
ー 

２
階
ホ
ー
ル 

○
講 

師 

目
黒
仁
也
さ
ん
（
大
倉
） 

○
対 

象 

小
学
生 

○
定 

員 

１０
名
程
度 

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す 

○
参
加
料 

無
料 

○
持
ち
物 

 

習
字
道
具
一
式
（
硬
筆
を
希
望
す
る

場
合
は
、
フ
ェ
ル
ト
ペ
ン
と
専
用
用

紙
） 

○
締 

切 

１２
月
２５
日(

月) 

○
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 

朝
日
振
興
セ
ン
タ
ー 

（
℡
８４
‐
２
１
１
１
） 

〈
朝
日
振
興
セ
ン
タ
ー
〉  

  

に
従
事
し
た
と
き
は
返
還
が
免
除
さ

れ
ま
す
。（
町
の
機
関
に
就
職
す
る
ま

で
の
間
に
返
還
し
た
分
は
免
除
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
） 

○
申
し
込
み
手
続
き 

奨
学
資
金
貸
与
申
請
書
に
住
民
票

抄
本
、
履
歴
書
、
健
康
診
断
書
等
を

添
え
て
保
健
福
祉
課
保
健
係
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。 

申
請
書
等
は
申
し
込
み
の
あ
っ
た

方
に
直
接
送
付
し
ま
す
の
で
、
問
合

せ
先
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
後
日
必

要
書
類
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と

と
し
て
、
進
学
予
定
の
方
も
受
け
付

け
ま
す
。 

○
募
集
期
間 

 

平
成
３０
年
2
月
１６
日
（
金
）
ま
で 

○
問
合
せ
先 

保
健
福
祉
課
保
健
係 

（
℡
８４
‐
７
０
０
５
） 

〈
保

健

福

祉

課
〉  

朝
日
診
療
所 

 

歯
科
休
診
の
お
知
ら
せ 

都
合
に
よ
り
次
の
日
は
、
歯
科
診
療

を
休
診
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
了

承
く
だ
さ
い
。 

○
と

き 

１２
月
１８
日
（
月
） 

〈
朝

日

診

療

所
〉 

 
 

 
 

只見町無料職業紹介所求人情報 
詳しくは、只見町無料職業紹介所（℡８２‐５２４０）へお問合せください。 

求人者名 職種 賃金 所在地・就業場所 就業時間 
加入保
険等 

必要な免許資格 

特別養護老人ホーム 
只見ホーム 

【正社員以外】 
介護員 
雇用期間の定め
なし 

日給 
6,590～ 
8,120 円 

只見町大字長浜字久保田１ 
電話 84-7550 

交代制あり 
①7:00～16:00 
  8:00～17:00 
②9:00～18:00 
  10:00～19:00 
③11:00～20:00 
④17:00～翌10:00 

雇用 
労災 
健康 
厚生 

普通自動車運転免
許一種（オートマチ
ック限定可） 

社会福祉法人  
南陽会 

【正社員以外】 
グループホーム
の世話人 
H30.3.31 まで 
（※雇用延長有） 

月額 
130,600～ 
174,200 円 

南会津町長野字上ノ山 
3417-2 
電話 0241-62-5088 
就業場所： 
只見町長浜字久保田 11  
（仮称）こまどり荘 

交代制あり 
①6:00～9:30 
②17:00～20:30 

雇用 
労災 
健康 
厚生 

普通自動車運転免
許一種（オートマチ
ック限定可） 

㈱ｺｽﾓﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾎﾟｰﾄ 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 
和の里 

【正社員】 
介護員 
雇用期間の定め
なし 

月額 
156,100～ 
192,900 円 

只見町大字小林字七十苅 
622-1 
電話 86-2008 

交代制あり 
①7:00～16:00 
②9:00～18:00 
③11:00～20:00 
④16:00～10:00 
（休憩 120 分） 

雇用 
労災 
健康 
厚生 

普通自動車運転免
許一種 
（オートマチック限
定可） 

㈲只見観光タクシー 

【正社員】 
タクシー乗務員 
雇用期間の定め
なし 

月額 
80,000～
100,000 円 

只見町大字只見字上ノ原 
1816-10 
電話 82-2202 

13:00～17:00 
週１日夜勤あり 
18:00～23:00 

雇用 
労災 
健康 
厚生 

普通自動車第二種
免許取得者優遇
（※未取得者は補
助制度があります） 

㈱季の郷湯ら里 

【正社員】 
接客、フロント 
毎年更新 

月額 
145,000 円～ 

只見町大字長浜字上平 50 
電話 84-2888 
 

①8:00～17:00 
②12:00～21:00 
③8:00～11:30 
aa16:00～21:00 

雇用 
労災 
健康 
厚生 

普通自動車運転免
許一種（オートマチ
ック限定可） 

【契約社員】 
接客（レストラン・
宴会係） 
毎年更新 

時給 
（昼） 
750 円～ 
（夜間） 
850～900 円 

①10:00～14:00 
②17:00～21:00 

雇用 
労災 
健康 
厚生 

【正社員以外】 
接客（レストラン・
宴会係） 
毎年更新 

時給 
1,000 円～ 

17:00～22:00 
※希望により週ア
あに１回～５回 

雇用 
労災 

〈観 光 商 工 課〉 

 

 

‐ 今 週 の 行 事 ‐ 

１８日（月） あそびの教室（保健福祉センター）10：00～11：00 

おたっしゃ教室（沖・根木沢集会施設）10：00～11：30 

          おたっしゃ教室（長浜集会施設）13：00～14：30 

   １９日（火） インフルエンザワクチン接種（保健福祉センター）13：00～15：00 受付 

２０日（水） ３～４ヶ月健診（御蔵入交流館）12：15～12：45 受付 

２２日（金） インフルエンザワクチン接種（保健福祉センター）13：00～15：00 受付 

～次週予定～ 

   ２５日（月） おたっしゃ教室（塩ノ岐集会施設） 

   ２６日（火） おたっしゃ教室（上福井集会施設） 

 
役場庁舎停電のお知らせ 
次のとおり役場庁舎電気設備工事のため、役場庁舎が停電となります。つきましては、停電中の電話

連絡は下記の電話番号にお願いいたします。 

○日 時 １２月２３日（土・祝）午前８時～午後５時 

※工事の状況により前後する場合があります。 

○場 所 役場本庁舎 

○停電時連絡先 ８２‐５１００ 

〈総 務 課〉 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

第６９回全国植樹祭２００日前記念イベント 

第１５回うつくしま育樹祭参加者募集のお知らせ 
県民の皆様に、緑や森林とふれあう大切さを感じていただくために、植栽木の手入れや体験・交

流のイベントを行います。平成３０年６月１０日に開催する「第６９回全国植樹祭」の記念行事と

して、同会場で開催します。奮ってご参加ください。 

○開 催 日 １１月１１日（土） 

※小雨決行 

○集合場所 テクノアカデミー浜ほか周辺施設駐車場 

※集合場所の南会津合同庁舎からバスで会場まで送迎します。 

※午前６時ごろ出発予定です。 

○会  場 南相馬市原町区雫地区 

○募集人数 １０００名 

○申込締切 １０月３０日（月） 

※当日消印有効 

○持 ち 物 昼食、飲み物、防寒着、長袖、長ズボン、長靴、雨具 

○申込方法  

氏名（フリガナ）、性別、年齢、郵便番号・住所（メールアドレス）、電話番号、希望活動（①ク

ロマツの手入れ・②広葉樹の手入れ）を明記し、郵送かＦＡＸで左記までお申込みください。な

お、必要事項を全て記入いただければメールによるお申込みも可能です。 

○お問合せ・申込先 

〒９６７‐０００４ 南会津町田島字根小屋甲４２７７‐１ 

福島県南会津農林事務所森林林業部 

（℡０２４１‐６２‐５３７５）（FAX０２４１‐６２‐５３８７） 

・申込先電子メール shinrinhozen@pref.fukushima.jp 

〈農 林 振 興 課〉  

 

 

確定申告書等に係るマイナンバー記載について 
平成２８年分以降の確定申告書等の提出の際には、個人番号（マイナンバー）の記載及び本人確認

書類が必要となりました。 

 つきましては、２月中旬より開催いたします申告相談時には次の書類が必要となりますので、ご準

備のほどよろしくお願いいたします。 

○番号確認書類 

例）通知カード、個人番号記載の住民票 など 

○本人確認書類 

例）運転免許書、健康保険の被保険者証 など 

※マイナンバーカードを作成された方はマイナンバーカードをお持ちください。 

事業所及び個人事業主の方については、昨年同様に毎年１月末までに提出いただきます「給与支払

報告書」に、従業員（臨時職員、季節雇用者も含む）のマイナンバー記載が必要となりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

〇問合せ先 町民生活課税務係 （℡８２‐５１１０） 

〈町 民 生 活 課〉 

 

只見町雇用対策支援制度について 
「自然首都・只見」に相応しい地域づくりに、有為な人材確保及び雇用対策のため、補助金を交

付します。 

移住・定住就業者へ 

U・I ターン等促進助成金 

町内事業者へ 

雇用促進奨励助成金 

① U・I ターン助成金 

【助成要件】町に原則６０歳未満までにＵ・Ｉ

ターンし、起業･就業した者で、

６ヶ月以上定住し、３年以上居住

の意志のある者。 

  原則転勤者には支給しない。 

【助 成 額】１０万円/人 

 

【申請対象者】 

定住要件と就業要件が必要になります。 

＜定住要件＞転入後６ヶ月以上経過している

こと。 

＜就業要件＞起業・就業していること。 

 

※上記２件をともに満たす方が対象となります。 

 

 

②新規学卒定住助成金 

【助成要件】新規学卒後、只見町に居住及び住

所を有し起業・就業した者。 

【助 成 額】１０万円/人 

 

※助成金①、②の申請期限は、起業・就業後６ヶ

月以内となります。 

① 雇用奨励助成金 

【助成要件】新たに正規従業員を雇用し、前

年度末日（３月３１日）より正

規雇用従業員数が増えていると

認められる事業主。 

【助 成 額】２０万円/人 

 

【申請対象事業所】 

正規従業員を雇用し、６ヶ月経過した事業

所で、前年度末日より正規雇用従業員数が増

えていると認める事業主。 

 

 

②離職雇用奨励助成金 

【助成要件】前事業主都合による離職者を、

３ヶ月以内に新たに正規雇用従

業員として雇用した事業主。 

【助 成 額】３０万円/人 

 

【申請対象事業所】 

３カ月以内に正規雇用した従業員が、助成

要件を満たすと認める事業主。 

※町ホームページに交付要綱、様式、申請可否チェック票を掲載しています。 

※各制度詳細については、下記へお問い合わせください。 

〇申請・問合せ先 観光商工課商工係（℡８２‐５２４０）（FAX８２‐５２３５）  

〈観 光 商 工 課〉 

 

平成３０年度只見町奨学生の募集 

町では、優秀な人材を育成するために無利子で奨学資金をお貸しします。 

○奨学資金の対象 

 平成３０年度に高等学校、短期大学、大学又は専門学校等に進学を希望している方で、品行が正し

く、学術に優れ、身体強健であること。 

○奨学資金貸与の条件 

・只見町出身の者で貸与を希望される方の本籍又は住所が只見町に引き続き６ヵ月以上有すること。 

・経済的理由により修学が困難と認められること。 

○利用可能額（貸与額） 

・高等学校 月額１万２千円以内 

・私立大学 月額４万円以内（支度金可） 

・国公立大学 月額３万円以内（支度金可） 

・短期大学 月額３万円以内 

・専門学校等（修業年限２年以上） 月額３万円以内 

※支度金は４年制大学入学時に限り３０万円以内 

○奨学資金の返還 

 利用された奨学資金は、卒業又は退学、奨学金辞退時等の月より６ヵ月の返還準備期間をおき、７ 

ヶ月目から８年以内に月賦で返還していただきます。 

○申込方法 

募集要項は只見町教育委員会、朝日・明和振興センター、只見中学校、只見高校、南会津高校、町

内の各郵便局、東邦銀行只見支店、ＪＡ会津よつば只見支店に設置してあります。要項をご確認い

ただき、必要書類を添えて教育委員会へ申請してください。 

○募集期間 １２月１５日（金）～２月１６日（金） 

○奨学生の採用決定 

 審査決定後、本人に通知します。通知は３月中旬の予定です。 

○問合せ先 教育委員会（℡８２‐５３２０） 

〈教 育 委 員 会〉 

 

定例教育委員会開催のお知らせ 
１２月の定例教育委員会を次により行います。会議は公開となりますので、ぜひ傍聴にお越しく

ださい。 

○日 時 １２月２０日（水）午後１時３０分～午後３時 

○場 所 教育委員会 ２階会議室 

○協議内容 只見町教育振興基本計画の吟味について 

※今後８年間の町の教育の方向性を協議します。 

〈教 育 委 員 会〉 
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みんなの伝言板 
◆只見町ブナセンターより「企画展開催期間の変更、年末年始休館」のお知らせ 
広報ただみ１２月号に掲載した企画展「守りたい！只見の野生動植物－只見町の野生動植物を保

護する条例」の開催日を平成２９年１２月２３日（土）からに変更します。ご迷惑をおかけします

が、何卒ご了承ください。 

また、「ただみ・ブナと川のミュージアム」および「ふるさと館 田子倉」の年末年始の休館日は

次の通りとなります。 

〇休館日 平成２９年１２月２９日（金）～平成３０年 1月 3日（水） 

※上記以外は、冬期間も通常開館しています。みなさまのお越しをお待ちしております。 

○予約・問合せ先 只見町ブナセンター（℡７２‐８３５５） 

 

◆会津ただみ振興公社より只見スキー場オープンのお知らせ 
１２月２３日（土）より只見スキー場がオープンいたします。また、スキー場レストランは、１

２月１８日（月）１１時よりオープンいたします。皆様のご来場をお待ちしております。 

                          〈会津ただみ振興公社〉 

 

◆赤い羽根共同募金の御礼 
赤い羽根共同募金にご協力いただき、誠にありがとうございました。 

皆様の温かいご支援とご協力により次のとおり募金活動を実施することができました。 

お寄せいただいた募金は、様々な地域福祉の推進に役立たせていただきます。 

○目標金額 １，２７８，０００円 

○募金総額 １，２２６，６２２円 

〈福島県共同募金会只見町共同募金委員会〉〈只見町社会福祉協議会〉 

 

◆全国Ｂ型肝炎訴訟新潟弁護団より「Ｂ型肝炎特措法無料相談会」開催のお知らせ 
 幼少期の集団予防接種を原因とするＢ型肝炎ウイルス感染被害について、平成２３年６月２８

日、国と被害者との間で基本合意が締結され、被害者の救済が始まりました。基本合意から５年余

りが経過しましたが、給付金請求の手続をとられていない方がまだたくさんいます。その中には、

手続きがよくわからなかったり、支援してくれる弁護士が近くにおらず相談できなかったり、必要

な資料がいろいろあって手続がなかなか進まないという方もおられると思います。また、遠方など

のため相談にお越しになるのが難しい方もおられます。そこで、弁護団では、無料電話相談会を開

催することにいたしました。この機会にぜひお気軽にお電話ください。 

 ○弁護士による無料電話相談会／個別相談会 

  ・と き ２月１７日（土）午前１０時～午後３時 

  ・と こ ろ 全国Ｂ型肝炎訴訟新潟事務所 

  ・電話番号 ０２５‐２２３‐１１３０ 

  ・内 容 手続全般について、弁護士が相談に応じます。 

 ※個別相談の場合は、事前にお申し込みください。 

 ※相談日以外でも、事務所には担当事務員が常駐していますので、手続きについてご不明な点が

あれば、ぜひお問合わせください。 

 ○問合せ先 

  Ｂ型肝炎訴訟新潟事務所 

  全国Ｂ型肝炎訴訟新潟弁護団 代表 弁護士足立定夫（新潟県弁護士会所属） 

  〒９５１‐８０６２ 新潟市中央区西堀前通１番町７０３番地 西堀一番街ビル６０１号 

  （℡０２５‐２２３‐１１３０）（ＦＡＸ０２５‐３７８‐１６６２） 

緊急教育講演会の開催について 
県では「県立高等学校改革基本計画（素案）」を公表しました。この基本計画は、本町にある只見高

校の存続にかかわる計画です。つきましては、下記のとおり素案内容の説明を聴く講演会を開催いたし

ます。多くの方のご参加をお待ちしております。 

〇と き １２月２２日（金）午後１時～午後３時 

○と こ ろ 只見振興センター １階学習室 

○講 師 福島県教育庁県立高校改革監 岡崎拓哉 氏 

○主 催 只見町 

○問合せ先 教育委員会（℡８２‐５３２０） 

 

 

南会津建設事務所より 
「只見川圏域河川整備計画（原案）」の縦覧のお知らせ 
県では河川改修事業を行うにあたり、地域の皆様から幅広い意見を取り入れることとしております。 

このほど、平成２７年に変更した只見川圏域河川整備計画について、平成２７年 9月の洪水を踏まえ、

舘岩川の整備を追加した変更計画（原案）がまとまりましたので、只見川流域にお住まいの方やお勤め

の方を対象に以下の通り縦覧を行います。 

〇縦覧期間（土、日、祝日を除く）  

１２月１４日（木）から１２月２８日（木） 

〇縦覧時間 

 午前８時３０分～午後 5時 

〇縦覧場所 

 ・只見町役場 環境整備課 

 ・南会津建設事務所 河川砂防課 

 ・山口土木事務所 業務課 

〇問い合わせ先 

 ・環境整備課地域整備係（℡８２‐５２７０） 

 ・南会津建設事務所河川砂防課（℡０２４１‐６２‐５３３１） 

 

みんなの伝言板 
◆「雪んこタクシー」年末年始の運休のお知らせ 
いつも「雪んこタクシー」をご利用いただきありがとうございます。 

年末年始は、次のとおり運休となりますのでご了承願います。 

〇運休期間 １２月２９日（金）～１月３日（水） 

〈只 見 町 商 工 会 〉 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 


